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空き 家の所有者・ 管理者のみなさ まへ 

 

長野市建設部建築指導課空き家対策室 

 

 

空き 家の所有者や管理者の方は、 空き 家が「 管理不全空き 家」 や周辺に著し い悪影響を  

及ぼす「 特定空き 家」 と なら ないよう 、 次の①から ④に掲げる例を参考と し て、 一定の頻度

で点検を 行い、 破損等が見ら れる 場合にはその修繕等を 行う こ と が必要です。 また、 傷み  

などの発生を予防するためには、 定期的に通気や換気等の管理を行う こ と が必要です。  

加えて、 地震、 強風、 大雨、 著し い降雪等の後には、 次の①から ④に掲げる点検内容の傷み

などの状況が生じ ていないかの確認が必要です。また、強風、大雨、著し い降雪等の前にも 、

部材の剥落など前ぶれがないか確認し ておく こ と が望まし いです。  

 

空き 家の管理は所有者又は管理者の方は、 少なく と も 定期的な管理は自ら 行う と と も に、

傷みなどの状況やその前ぶれがないかを確認するこ と が必要です。  

一方で、 点検や補修等は、 その内容によっ ては専門性を要するも のも あり ます。 こ のよう

な場合には、 空き 家等の管理、 点検、 補修工事等を行う 事業者等にお願いするこ と が考えら

れます。 また、 遠隔地に所在する などこ れら の管理を やむを 得ず所有者又は管理者の方が  

自ら 行う こ と ができ ない場合等は、 定期的な管理も 含め、 こ れら の者に管理を お願いする  

こ と が考えら れます。 市では空き 家管理事業者の紹介も 行っ ています。  

 

 

①保安上危険の防止のための管理 

 

・ 倒壊の防止 

建築物、 門、 塀、 屋外階段等又は立木の倒壊を防止するこ と が必要です。  

点検内容 

建築物の傾き 、 屋根の変形、 外装材のはがれ、 構造部材（ 基礎、 柱、 はり     

など。） の破損、 腐朽、 蟻害、 腐食、 部材のずれ、 雨水浸入の跡の確認が考えら

れます。  

門、 塀、 屋外階段等の傾き 、 構造部材の破損等又は立木の傾き 、 幹の腐れの

確認が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

構造部材等の補修、 防腐、 防蟻、 錆止め処理又は立木の伐採、 補強等を行う

こ と が考えら れます。  

また、 こ れら の発生を予防するためには、 定期的に通気や換気を行う こ と が

必要です。  
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・ 擁壁（ 土留め） の崩壊の防止 

擁壁の崩壊を防止するこ と が必要です。  

点検内容 
擁壁の一部の崩壊、 土砂の流出、 ひび割れ等の部材の劣化、 水のし み出し 、

変状又は水抜き穴の排水不良の確認が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

補修や清掃を行う こ と が考えら れます。  

また、 こ れら の発生を 予防する ためには、 定期的に水抜き 穴の清掃を 行う   

こ と が必要です。  

 

・ 落下の防止 

外装材、 屋根ふき 材、 手すり 材、 看板等（ 以下「 外装材等」 と いう 。）、 軒、 バルコ ニー     

その他の突出物（ 以下「 軒等」 と いう 。） 又は立木の大枝の落下を 防止するこ と が必要です。 

点検内容 
「 外装材等」 のはがれや破損、「 軒等」 の脱落や傾き 、 それら の支持部分の  

破損や腐朽等又は立木の大枝の部分的な脱落、 折れ、 腐朽が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

補修、 撤去、 防腐や錆止め処理又は立木の大枝のせん定等を行う こ と が考え

ら れます。  

 

・ 飛散の防止 

屋根ふき 材、 外装材、 看板等（ 以下「 屋根ふき 材等」 と いう 。） 又は立木の大枝の飛散を   

防止するこ と が必要です。  

点検内容 
「 屋根ふき 材等」 のはがれ、 脱落、 破損、 支持部材の破損や腐れ等又は立木

の大枝の部分的な飛散、 折れ、 腐朽が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

補修、 撤去や錆止め処理又は立木の大枝のせん定等を 行う こ と が考えら れ 

ます。  

 

 

 

②衛生上有害の防止のための管理 

 

・ 石綿の飛散の防止 

吹付け石綿等の飛散を防止するこ と が必要です。  

点検内容 
吹付け石綿の露出若し く は周囲の外装材の破損等又は石綿使用部材の破損等

が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 
除去、 囲い込み又は封じ 込めを行う こ と が考えら れます。  
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・ 健康被害の誘発の防止 

汚水等、 害虫等又は動物の糞尿等による健康被害の誘発を防止するこ と が必要です。  

点検内容 
汚水等の流出、 排水設備、 浄化槽の破損等、 害虫等の発生、 水たまり や腐敗

し たごみ等又は動物の糞尿等、 動物の棲みつき が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

補修、 処理、 清掃、 駆除等を行う こ と が考えら れます。  

また、 こ れら の発生を予防するためには、 定期的に清掃等を行う こ と が必要

です。  

 

 

③景観悪化の防止のための管理 

 

景観悪化を防止するこ と が必要です。  

点検内容 
屋根ふき 材、 外装材、 看板等の色褪せ、 破損、 汚損又はごみ等の散乱、 山積

が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

補修、 撤去、 清掃等を行う こ と が考えら れます。  

また、 こ れら の発生を 予防する ためには、 定期的に清掃を 行う こ と が必要  

です。  

 

 

④周辺の生活環境の保全への悪影響の防止のための管理 

 

・ 悪臭の防止 

汚水等、 動物の糞尿等又は腐敗し たごみ等による悪臭の発生を防止するこ と が必要です。  

点検内容 
排水設備や浄化槽周辺の臭気、 排水設備や浄化槽の破損等、 封水切れ、 動物

の糞尿等、 動物の棲みつき 又は腐敗し たごみ等が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

補修、 封水の注入、 駆除、 清掃等を行う こ と が考えら れます。  

また、 こ れら の発生を 予防する ためには、 定期的に封水の注入及び清掃を  

行う こ と が必要です。  

 

・ 不法侵入の防止 

窓等の開口部の破損等による不法侵入を防止するこ と が必要です。  

点検内容 不法侵入の形跡又は開口部等の破損等が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 
補修等を行う こ と が考えら れます。  
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・ 落雪による通行障害等の防止 

落雪による通行障害等を防止するこ と が必要です。  

点検内容 頻繁な落雪の形跡、屋根等の堆雪、雪庇又は雪止めの破損等が考えら れます。 

修繕等 

管理方法 

雪下ろ し 又は雪止めの補修を行う こ と が考えら れます。  

ま た、 こ れら の発生を 予防する ためには、 定期的に積雪の状況に応じ た   

雪下ろ し を行う こ と が必要です。  

 

・ 立木等による破損・ 通行障害等の防止 

立木の枝等のはみ出し による周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等を防止する

こ と が必要です。  

点検内容 立木の枝等のはみ出し が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 

枝のせん定等を行う こ と が考えら れます。  

また、 こ れら の発生を予防するためには、 定期的に枝のせん定等を行う こ と

が必要です。  

 

・ 動物等による騒音・ 侵入等の防止 

動物等の棲みつき 等による騒音の発生又は周辺への侵入等を防止するこ と が必要です。  

点検内容 動物等の棲みつき 等が考えら れます。  

修繕等 

管理方法 
駆除等を行う こ と が考えら れます。  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

こ こ に記載し た内容は、 平成 27 年２ 月 26 日付け総務省・ 国土交通省告示第１ 号（ 最終 

改正 令和５ 年 12 月 13 日付け総務省・ 国土交通省告示第３ 号）「 空家等に関する施策を総合

的かつ計画的に実施するための基本的な指針」 から 「 管理の指針」 を抜粋し たも のです。  

空き 家が管理不全空き 家や特定空き 家と なら ないために必要と なる 管理は、 ①から ④に 

掲げる例に限定さ れるも のではあり ませんが、 こ こ に記載し た内容を参考と し 点検や修繕等

をお願いし ます。  

なお、 市から の指導に従わず、 勧告を 受けてし まう と 固定資産税の軽減措置が受けら れ  

なく なり ます。  

次ページの国土交通省の「 空き 家管理チェ ッ ク リ スト 」 で、今すぐ 確認をし てみてださ い。  

ご不明な点は、 空き 家対策室までご連絡く ださ い。  

 長野市建設部建築指導課空き 家対策室 電話： ０ ２ ６ －２ ２ ４ －８ ９ ０ １   



柱、はり などが破損、腐朽していませんか。 雨漏り の跡があり ませんか。

柱、はり の補修や防腐処理など を 依頼し まし ょ う 。

定期的に以下の管理を 行っていますか。

通気や換気／排水設備の通水／敷地内の清掃／庭木の枝の剪定／郵便物等の確認・ 整理

【 冬期の場合】給水管の元栓の閉栓／積雪の状況に応じ た雪下ろし

【 擁壁がある 場合】水抜き 穴の清掃

建築物全体が傾いていませんか。 屋根が全体的に変形していませんか。

［ 外観］

［ 屋内など ］

［ 敷地内］

柱、はり の補修や防腐処理など を 依頼し まし ょ う 。

外装材などにはがれ、破損や汚損はあり ませんか。 不法侵入につながるよう な窓の破損はあり ませんか。

はがれた部材など は撤去、補修など を 依頼し まし ょ う 。

屋根材のはがれや破損はあり ませんか。 軒の脱落、傾き などは生じ ていませんか。

はがれた部材など は撤去、補修や防錆処理など を 依頼し まし ょ う 。

アスベスト が露出していませんか。

アスベスト の除去など を専門業者に相談し まし ょ う 。

浄化槽の破損や排水設備の封水切れにより 悪臭や不衛生な状態が生じ ていませんか。

破損部分は補修を 依頼し 、封水の注入を 行いまし ょ う 。

敷地内にごみが散乱して景観を 損なっていませんか。 腐敗して悪臭や不衛生な 状態が生じ ていませんか。

清掃など を 行いまし ょ う 。

門、塀や屋外階段に傾き や破損はあり ませんか。 擁壁にひび割れ等はあり ませんか。

補修や防錆処理など を 依頼し まし ょ う 。

立木の幹が腐ったり 、大枝が折れたり していませんか。 枝がはみ出して、通行障害などになっていませんか。

管理方法

管理方法

管理方法

管理方法

管理方法

管理方法

管理方法

管理方法

管理方法

立木の伐採、枝の剪定など を 行いまし ょ う 。管理方法

動物が棲みつき 不衛生な状態や悪臭、騒音が生じ ていませんか。 隣家等への侵入は見ら れませんか。

駆除など を 依頼し ましょ う 。管理方法

今すぐ確認！　

空き家の管理は、定期的な換気、清掃、点検がと ても 重要です。

点検や補修に自信がない、遠隔地にお住まいなどでご自身による管理が難し い場合は

空き家管理業者や修繕業者などの利用を検討し ましょ う！

空き 家管理チェッ クリスト

空き 家対策に関す る 情報はホ ームペ ージ を ご 覧く だ さ い 。　 　 　 　

h ttp s ://w w w .m lit .g o .jp /ju ta k u k en t ik u /h o u se/a k iya -ta is a k u /in d ex .h tm l

空き 家対策　 国土交通省
2 次元

バーコ ード から

簡単アク セス

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html


空き 家の所有者・ 管理者のみなさ まへ

「 自分は大丈夫！」と 思っていませんか？

空き家には
適切な管理が
不可欠です。

管

理
・ 修繕業者もうまく 活

用
！

空き 家は全国で年々増加し 、使用目的のない空き 家は約3 5 0 万戸に。

空き 家対策は、社会全体で の取り 組みが必要な 重要課題です。

適切な管理が行われていないと 倒壊、健康被害の誘発、景観悪化などの様々な問題を引き 起こし 、

周辺環境に大きな影響を 及ぼし てし まいます。

我が家を 管理不全空家※1や特定空家※2 にしてし まわないよう 、みんなで 考えまし ょ う 。

空き 家

裏面のチェ ッ クリ スト で 確認を！裏面のチェ ッ クリ スト で 確認を！

庭木の枝を
剪定

積雪に応じ て
雪下ろし

傷まないよう
 通気や換気を！

敷地内を清掃
擁壁がある場合は

水抜き穴も清掃

排水設備
（ 流し・ ト イレ等）の

 通水を！

※１ . 窓や壁が破損し ている など 、管理が不十分な状態。　 ※２ .そのまま 放置すると 倒壊等の恐れがある 状態。

窓、壁、屋根の
破損などを点検
何かあったら 補修を



市からの指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。

空き家の対処に困ったら、早めに市の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。

○ 長野市 空き家 総 合 相談窓口： 建築指導課 空き家対策室 ０２６－２２４－８９０１
○ 長野市 空き家バンク相談窓口： 移住推進課 移住・定住相談デスク ０２６－２２４－７７２１

空き家対策 長野市

長 野 市

🔍🔍

空き家は放置せず、 で住みよい街に。「活かす」･「見守る」･「仕舞う」
活用 管理 除却



管理指針（所有者による空家等の適切な管理について指針となるべき事項）

空き家


